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Ⅰ はじめに 

今、学齢期にある子どもたちが活躍する社会は変化が激しく、我々大人の経験則で

は対応が難しい状況になると思われます。現在、本県でも人口減少、少子高齢化が一

段と進み、地域課題の解決が急がれています。このような未来を力強くしなやかに生

き抜き、個人と社会のウェルビーイングを実現する人へと成長するためには、義務教

育の段階で一人ひとりに「確かな学力」を育成することが必要です。 

未来を担う子ども一人ひとりに学力をしっかりと身に付けさせることは、学校の最

大の役割です。とりわけ、学校で教育に携わる教師の役割は非常に重要です。我々教

師は、子どもたちが分からなかったことを分かるように、できなかったことをできる

ようにすることが職務であるとともに、日々子どもの成長を見届けられることは、教

師としての最大の喜びでもあります。 

では、どうすれば一人ひとりの「確かな学力」を伸ばすことができるのでしょうか。

近年、様々な学力向上の手法や考え方がある中、県教育委員会では、全国学力・学習

状況調査の結果等を分析し、学力向上の方針として、次の３点を柱に取組みを進めて

いくこととしました。 

一つ目は、「教師の指導力向上」です。 

「確かな学力」の育成に向け、我々教師は様々な機会を捉えて学び続けていく必要

があります。校内での授業研究や校外の研修会などは、学びの宝庫です。手法を学ぶ

だけでなく熱意も感じ取りながら、自身の指導力を高めてほしいと思います。 

また、日々の授業を振り返り、授業改善を行う営みの積み重ねにより、指導力は高

まっていくものと考えています。そこで、この度、明日からの授業改善の実践につな

がる一助となるよう願いを込めて「山形県 授業スタンダード」を作成しましたので、

自身の授業改善の参考として活用してください。 

二つ目は、「学習定着度に基づく授業改善」です。 

どの教科等においても、テストや実技などで児童生徒の学習定着度を把握し、その

結果を授業改善にいかすことは、学習内容の確実な定着を図る上で非常に重要です。 

令和７年度から算数・数学、英語の評価問題にＣＢＴ（Computer Based Testing）

を導入しました。このＣＢＴを活用することにより、子ども一人ひとりの学力の状況

をしっかり把握し、その後の授業改善や学習改善につなげるサイクルの構築を目指し

ています。 

三つ目は、「家庭学習の充実」です。 

授業での学びを広げたり、より確実なものにしたりしていくためにも、子ども一人

ひとりの実態に応じて、継続的に家庭学習を進めていくことが求められます。 

この度作成した「山形県版 家庭学習の手引き」をもとに、家庭学習の目的や具体的

な事例を参考にしながら、家庭学習の質と量を充実させてほしいと思います。 

以上、「教師の指導力向上」「学習定着度に基づく授業改善」「家庭学習の充実」が三

位一体となって、子どもたち一人ひとりの学力が向上することを願ってやみません。 

「先生、見て見て！こんなことができるようになったよ！」 

「なるほど、そういうことか！じゃあ自分でやってみよう！」 

県内すべての子どもたちが、自分でできることを増やし可能性を広げ、たくましく

しなやかに未来を生き抜く「確かな学力」を身に付けて大人へと成長し、社会を担う

姿を想像しています。 

令和８年３月   山形県教育委員会 
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Ⅲ 指導技術の基礎・基本 
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Ⅳ おわりに 

教育の営みは、知・徳・体を兼ね備え、将来を担う人材を育んでいくことにありま

す。特に知の根幹をなす学力については、子どもたち一人ひとりに学ぶ楽しさや分か

る喜びを感じさせながら、基礎的・基本的な知識・技能を習得させるとともに、それ

らを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力等を育み、主体的

に学習に取り組む態度を養うなど、「確かな学力」を育成することが大切です。このよ

うな「確かな学力」を土台として、児童生徒一人ひとりが意欲的に個性や可能性を伸

ばしていくことが求められます。 

 

子どもたち一人ひとりが「確かな学力」を身に付ける場は、何といっても日々の授

業です。とりわけ、「基礎的・基本的な学習内容の定着及び活用」と「自分で考え、表

現する探究的な学び」のバランスに配慮しながら、子どもたちが「分かる・できる喜

び」と「学ぶ・考える楽しさ」を味わうとともに、教科で学んでいる内容と地域や社

会とのつながりを実感できる授業づくりを進めることが大切です。 

 

そのような授業を行うための基礎・基本を、この「山形県 授業スタンダード～指

導技術の基礎・基本編」として示しました。また、授業で身に付けた力を確かなもの

にするため、定期的に学習の定着度を確認する取組みの一助として、ＣＢＴによる評

価問題の活用に向けた「学習定着度に基づく授業改善に向けたＣＢＴ活用マニュアル」

を作成しました。これらを校内研修や自己研鑽において活用し、教師一人ひとりが自

身の授業力を高めることが重要です。 

 

教科、学年、学習内容等により、それぞれの授業は異なりますが、基礎・基本とな

ることは同じであると考えます。日々の授業づくりにおいて、この「山形県 授業ス

タンダード～指導技術の基礎・基本編」を参考にしながら、子どもたち一人ひとりに

「確かな学力」を身に付けさせる授業を、仲間とともにつくりあげていきましょう。 

 

 

教育は、未来をつくる仕事である。 

 

我々教師は、そのことに誇りと責任を持ち、日々、子どもと向き合うとともに、自

ら学び続ける存在でありたい。 
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